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～奈良県の地域包括ケアに関する取組について～
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１．奈良県の概要
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【全国高齢化率】
・平成28～令和６年 ：総務省統計局推計人口
・令和12、17 年 ：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口」（令和5年 4月推計）

１．地域包括ケアシステムの深化・推進
２．介護保険制度の持続可能性の確保

奈良県高齢者福祉計画・第９期介護保険事業支援計画・
認知症施策推進計画
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奈良県高齢者福祉計画・第９期介護保険事業支援計画・認知症施策推進計画
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奈良県内の介護サービス（在宅・地域密着型・施設）の特徴
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２．奈良県の地域包括ケアに関する主な取組
～医療介護連携の取組に焦点をあてて～
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様々な相談、関係者間調整、
権利擁護・意思決定支援

介護

地域包括支援センター
（ネットワーク構築、

社会資源創出）

・持ち家・借家、
・有料・サ高住、
・養護・軽費 等

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以
内に必要なサービスが提供される日常生活
圏域（具体的には中学校区等）を単位として
想定

※ 地域の移動・交通、住まい確保支援・まちづ
くりとも連携した対応が必要

※ 地域づくりは、地域の実情に応じ、生活支
援コーディネーターや認知症地域支援推進
員、若年性認知症支援コーディネーターを
はじめとする地域のあらゆる関係者が担い
手となる。

相談支援

医療・介護

本人

生活支援・介護予防等

居宅介護支援事業所
（医療ニーズも含めた個別支援）

家族住まい

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療機関
・薬局 ・訪問看護事業所

2040年に向けた地域包括ケアシステムの深化について（案）

地域づくり

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

地域ケア会議

多様な社会資源
・地域コミュニティ ・ボランティア
・老人クラブ ・自治会
・NPO ・インフォーマルな支援
・民間企業 等

医療

病院：
高度急性期、急性期、
包括期、慢性期

○ 介護分野において、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる
よう、従前から医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進。

○ 2040年に向けて生産年齢人口が減少する中、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等の増
加が見込まれ、地域包括ケアシステムの深化が必要。高齢者人口の変化に伴い、中山間・人口減少地域、大都市部、一般市な
ど、サービス需要に大きな地域差。それに応じ、サービス供給体制も2040年にかけて変化する中、これらを踏まえて、利用
者にとって切れ目ないサービス提供が可能となるようにしていくとともに、地域づくりを推進していくことが必要。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上
げていくことが引き続き必要。そのために地域の介護・医療資源等を見える化し、地域の関係者で分析・議論することが必要。

・介護施設と協力医療機関の連携
・入退院支援
・在宅復帰支援・在宅療養支援

施設系サービス：介護老人保健施設
在宅系サービス：訪問看護 等

医療・介護連携 ・訪問介護 ・訪問リハ
・通所介護 ・通所リハ
・訪問看護 ・短期入所生活介護
・介護予防サービス
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・短期入所療養介護
・認知症対応型通所介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売 等

・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム

施設・居住系サービス： 在宅系サービス：

※介護保険法上の施設・事業サービスの目的に着目した整理

改正医療法案が成立した場合
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居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務範囲内と考える業務と実際に対応している業務
（地域包括支援センター調査）

○ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務範囲内と考える業務と実際に対応している業務については、「介護保険
制度以外の行政への手続きや申請の代行・支援」「本人や家族からのサービス調整等に関わらない、電話等への対応、
時間外相談」「代読、代筆」「入院・通院時の付き添い・送迎」等の項目について、業務範囲内と考える割合は低いが、
実際に対応している割合が高いという傾向がみられる。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

○居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務範囲内と考える業務／実際に対応している業務：複数回答（n＝2,296）
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ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回)
参考資料

令和6年12月2日
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11

生駒市内の介護施設（入所系・通所系）を有する企業・法人にアンケート調査を実施

作
業
工
程
を
切
り
分
け
し
、地
域
住
民
で
担
え
る
範
囲
を
調
査

資料：生駒市ホームページより一部抜粋
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生駒市での健康・生きがい就労トライアル事業の取組紹介

資料：生駒市ホームページより一部抜粋
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健康・生きがい就労トライアル事業で雇用された方々のプロフィール紹介

資料：生駒市ホームページより一部抜粋

第３回目より、障害者施設も参加し、
障害分野でも高齢者の短時間就労
に期待している！

本事業は、業務の切り分けが要となり、
高齢者の特性に応じた業務を任せる
ことにより、専門職が専門性の高い業
務につくことが可能となる！
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【介護人材確保に向け、すそ野を広げる事業展開 】

サービス・活動Aの担い手を養成：市で認定ヘルパーを養成・育成 2
日
間
の
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
経
て
、認
定
ヘ
ル
パ
ー
の
活
動
を

展
開→

要
支
援
～
更
新
し
、要
介
護
に
な
っ
て
も
利
用
可
能
！



委託

学生、若者、主婦（主夫）など

ファミリーサポート
（援助会員）

新しい要支援者等への生活援助の提供イメージ

サービスA事業所

元気な高齢者

利用者のニーズと
支援者の特性を
踏まえたマッチング

↓
人材派遣事業の
ノウハウを活用

〇困窮自立支援
〇障害者就労

サービスA
従事者養成研修

雇用

生活支援サービス

＋
利用者のニーズに応じ
自費（保険外）サービス

掃除等の
生活支援ニーズ

支援を受ける高齢者も関心・能力に
応じて支援の担い手に。

人材派遣会社

シルバー人材センター

既存のサービスA事業者

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所

新

サービスAと既存資源の対
象者像を踏まえ、適切なケ
アマネジメントを実施

要支援等高齢者

家事援助等サービス（保険外）

生活支援サービス

生駒市

生駒市社協

※その他のインフォーマル
サービスの資源も活用

サービスAと、既存資
源との役割分担（対象
者像の整理）を行う

●介護以外の分野との連携も検討

関心を持つ人を
広く募集 15



16

介護人材の確保・介護現場の生産性向上の推進

奈良県福祉・介護の
お仕事PR隊 「フクシカ」 福祉のお仕事発見セミナー：小中学校・大学等に向けてPR

【奈良県介護生産性向上総合センター】



３．在宅医療を充実させるために

県内市町村における介護現場の現状（つぶやきの一例）
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県内市町村から、聞こえてきた介護側にいる方々のつぶやき（一例）
【在宅医療介護連携において、訪問看護や往診の話がどうしても中心になりがち】
〇【看取り】や【日常の療養支援】には、医療ニーズの高い方々をサポートできる訪問介護
や地域密着型のサービスが必要ということをもっと医療側の方にも知ってもらいたい！
ヘルパーの高齢化も相まって担い手不足は喫緊の課題ということも知っておいてもらい
たい。そういった介護側の課題も含めて、在宅医療介護連携の推進に努めてほしい。

〇認知症があると急な入院で混乱し、BPSÐ起こしやすくなるが、他の患者に迷惑がか
かるし、事故が起きては困るので退院・転院をすすめられるケースがあるのは問題では？

〇中山間では、精神疾患（認知症含む）があっても、精神病院やメンタルクリニックなどが
近くに存在せず、診断受けるだけでも一苦労。たとえ診断受けられたとしても継続受診も
ハードル高く、いきつくところまで行くのを待つのは支援者としては辛い。なんとかなら
ないのでしょうか？

〇ACPの普及啓発に努めているが、なかなか現場での実践が進まない状況。
市町村も頑張って終活等も含めて、啓発するので医療機関においてもACPの普及にさら
なる強化を図っていただきたい。

〇頼れる身寄りがない高齢者の入院拒否やトラブルがある。ケアマネの業務範囲を超えた
要望や依頼が増えている。医療側の認識を変えることは難しいのでしょうか？
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４．在宅医療介護連携を充実させるために

１．市町村支援において、伴走支援を実施
２．県民への啓発において、ACPのチラシを作成
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認知症施策について



県民だより奈良
令和８年１月号「奈良養生訓」より
https://www.pref.nara.jp/30222.htm
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県内市町村において、フレイル（虚弱）状態にある要支援者等を対象に、３カ月間 保健医療専門
職が介入し、元気になってもらう取組を推進しています。
介護保険申請を進める前に、こうした取り組みへの案内にご協力いただけると幸いです。
こうした取り組みを推進するためには、リハビリ専門職の方のお力添えも必要です。
病院からリハ職が地域に飛び出す仕組みを強化してほしいという声もよく聞いています。 23



通いの場の充実について

地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
支
え
合
い
の
取
組
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護

予
防
の
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進
ん
で
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。
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